令和８年１月２９日
玄海町告示第１１号
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令和７年度玄海町みんなで応援券発行事業実施要綱

(目的)
第１条　この要綱は、物価高騰の影響を受ける町民の負担軽減を図るとともに、玄海町内における消費を喚起・下支えすることにより地域産業を支援するため、町長が実施する玄海町みんなで応援券発行事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　商品券　前条の目的を達成するために、町長が交付する文書をいう。
(2)　商品券交付対象者　令和8年1月29日において、玄海町の住民基本台帳に記録されている者（以下「交付対象者」という。）をいう。
(3)　特定取引　商品券が対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4)　取扱店　特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
 (商品券の概要)
第３条　町長は、次の各号に定めるところにより、交付対象者に商品券を交付する。
(1)　商品券の交付額は、交付対象者一人につき、１万円とする。
(2)　商品券は、1冊20枚綴りとする。
(3)　商品券の1枚あたりの額面は、500円とする。
(4)　商品券は、取扱店との間における特定取引についてのみ使用することができる。
(商品券の使用期間等)
第４条　商品券の使用期間は、令和8年5月1日から令和8年9月30日までとし、この期間を過ぎた場合は、いかなる理由があろうとも商品券の使用はできない。
２　前項の規定にかかわらず、町長は、利用状況等に鑑み、使用期間を延長することができる。
３　特定取引に使用された商品券券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
４　商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
５　商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
６　商品券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1)　明らかな資産形成であり、消費の下支えとは言いがたい出資や金融商品の購入等
(2)　換金性が高く、本事業の趣旨にそぐわない商品券、プリペイドカード等
(3)　たばこ
(4)　地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払
(5)　その他本事業の趣旨にそぐわないもの
(商品券の交付方法)
第５条　町長は、交付対象者に商品券を交付することが適当と認めた場合は、当該交付対象者の属する世帯の世帯主に対し、商品券を郵送で交付する。
(商品券の受取辞退)
第６条　前条の規定により交付する商品券の受取を辞退する場合は、令和７年度玄海町みんなで応援券受取辞退届出書（様式第１号）を町長に提出するものとする。
２　商品券の交付を受けた者は、一旦商品券が郵送された後においても、受取を辞退することができるものとする。この場合において、郵送された商品券に令和７年度玄海町みんなで応援券受取辞退届出書を添えて、町長に返還するものとする。
(商品券の受取が行われない場合の取扱い)
第７条　町長が、第５条の規定により、交付対象者に商品券を郵送で交付するも、町へ返戻され、令和8年9月30日までに受取手続が取られない場合は、交付対象者が受取を拒否したものとみなす。
(取扱店の登録資格)
第８条　取扱店の登録資格は、今後も事業を継続していく意思がある者で、町内に事業所又は店舗がある者並びに町内に住所を有している者が営業している事業所又は店舗がある者とする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は登録資格を有しない。
　(1)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者
　(2)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に該当する営業を行う者又はこれに類する者
　(3)　法令又は公序良俗に反する者
　(4)　前３号に掲げる者のほか、本事業の目的に照らして不適当と町長が判断する者
(取扱店の登録申請)
第９条　特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録しようとする者は、令和７年度玄海町みんなで応援券取扱店登録申込書（様式第２号。以下「申込書」という。）及び誓約書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。この場合において、取扱店登録料は無料とし、複数の店舗を申請する場合は、店舗毎に必要書類を提出するものとする。
２　取扱店の登録は、令和8年8月31日まで申請することができる。
３　前項の場合において、令和8年3月6日までに申請された場合に限り、町が広報時に使用する広報物に添付する「取扱店一覧表」に掲載するものとする。
(取扱店の登録)
第10条　町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適正と判断した場合は、取扱店の登録を決定するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
２　町長は、前項の規定により取扱店として登録する場合においては、令和７年度玄海町みんなで応援券取扱店登録証明書（様式第４号）を交付するものとする。
(取扱店の責務)
第11条　取扱店は、次の各号について遵守しなければならない。
　(1)　登録に関する虚偽又は不正行為をしてはならない。
　(2)　登録内容に変更が生じた場合、速やかに町に報告しなければならない。
　(3)　商品券の利用を見込んで通常よりも高い価格を設定するなど、消費喚起の趣旨に反する行為をしてはならない。
　(4)　取扱店は、特定取引において商品券の受取を拒んではならない。
　(5)　商品券が偽造されたものと判別できる等、不正行為が明らかな場合は、商品券の受取を拒否するとともに、その事実を速やかに町に連絡しなければならない。
　(6)　換金目的での購買に商品券を利用しないこと。
　(7)　自社商品の購買に商品券を利用しないこと。
　(8)　商品券の交換、譲渡及び売買をしてはならない。
　(9)　商品券を事業者間取引に伴う代金（商品仕入れ代金・諸経費）の支払に利用してはならない。
　(10)　町が本事業に関する調査を行うときは、協力しなければならない。
　(11)　町と適切な連携体制を構築することその他町長が別に定める事項を遵守しなければならない。
２　町長は、取扱店がこの要綱に反する行為を行ったと判断したときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第12条　町長は、特定取引において商品券が使用された場合は、当該取扱店に対し、次の各号に基づき、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
　(1)　取扱店の換金に係る手数料は無料とする。
　(2)　商品券の換金を受けようとする取扱店は、町が指定する換金窓口に、第10条第２項の規定により交付を受けた取扱店登録証明書を提示するとともに、裏面に取扱店を記入した当該商品券を添付し、令和７年度玄海町みんなで応援券換金請求書（様式第５号）を提出しなければならない。ただし、１冊すべて使用された商品券については、裏表紙に取扱店を記入することで裏面に取扱店を記入することを省略することができる。
　(3)　換金は、別表の換金請求に係る振込スケジュールに従い、取扱店が事前に申込書に記載した振込先口座へ振り込むものとする。
　(4)　換金請求を受け付ける時間は、平日の９時から17時までとし、土日祝祭日及び年末年始の閉庁時は受付を行わない。
　(5)　換金請求ができる期間は、令和８年５月１日から令和８年10月９日までとし、この期間を過ぎたものは、いかなる理由があろうとも換金に応じない。ただし、第４条第２項の規定により使用期間を延長する場合は、換金請求ができる期間も同様に延長することとする。
(商品券に関する周知等)
第13条　町長は、本事業の実施に当たり、商品券の交付額、対象者の要件等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
 (業務の委託)
第14条　町長は、第５条又は第12条の規定による業務の一部又は全部を、町長が適切に実施できると認める者に委託することができる。
(不当利得の返還)
第15条　町長は、商品券の交付後であって、当該交付された者が対象者の要件に該当しない者（以下「返還対象者」という。）であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応する。
(1)　返還対象者に商品券を交付した後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。
(2)　返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第16条　この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、告示の日から施行する。

別表：換金請求に係る振込スケジュール
	
	振込予定日
	換金請求書提出日

	1. 
	　５月２５日（月）
	　５月　１日（金）
	～
	　５月　７日（木）

	2. 
	　６月　５日（金）
	　５月　８日（金）
	～
	　５月２０日（水）

	3. 
	　６月１５日（月）
	　５月２１日（木）
	～
	　５月２８日（木）

	4. 
	　６月２５日（木）
	　５月２９日（金）
	～
	　６月　９日（火）

	5. 
	　７月　３日（金）
	　６月１０日（水）
	～
	　６月１７日（水）

	6. 
	　７月１５日（水）
	　６月１８日（木）
	～
	　６月２９日（月）

	7. 
	　７月２４日（金）
	　６月３０日（火）
	～
	　７月　７日（火）

	8. 
	　８月　５日（水）
	　７月　８日（水）
	～
	　７月１７日（金）

	9. 
	　８月１４日（金）
	　７月２１日（火）
	～
	　７月２８日（火）

	10. 
	　８月２５日（火）
	　７月２９日（水）
	～
	　８月　６日（木）

	11. 
	　９月　４日（金）
	　８月　７日（金）
	～
	　８月１９日（水）

	12. 
	　９月１５日（火）
	　８月２０日（木）
	～
	　８月２８日（金）

	13. 
	　９月２５日（金）
	　８月３１日（月）
	～
	　９月　４日（金）

	14. 
	１０月　５日（月）
	　９月　７日（月）
	～
	　９月１４日（月）

	15. 
	１０月１５日（木）
	　９月１５日（火）
	～
	　９月２８日（月）

	16. 
	１０月２３日（金）
	　９月２９日（火）
	～
	１０月　６日（火）

	17. 
	１１月　５日（木）
	１０月　７日（水）
	～
	１０月　９日（金）
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